
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

    会        則 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         新下関商工振興会 
 
 



  第   １   章     総         則 
 
第  １  条   本会は、会員相互の親睦を図り大同団結により商工経済の改善発達を促進し、地域発展に寄与することを目的と 
  する。 
 
第  ２  条 本会は、新下関商工振興会と称する。 
 
第  ３  条 本会の会員は、下関市勝山地域及び周辺部に於て事業を営む商工業者を以て組織する。 
 
第  ４  条 本会の事務所は、会長宅に置く。 
 
第  ５  条  本会は、第１条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１） 会員の福利増進に関する事業 
（２） 商工経済及び観光産業の振興に関する事業 
（３） 連合売出しに関する事業 
（４） 会員の金融及び税務に関する仲介斡旋指導する事項 
（５） 商工経済に関する諸官庁諸団体に陳情並に建議する事項 
（６） 商工経済に関する調査研究講演見学会を開催する事項 
（７） 表彰に関する事項 
（８） 其の他本会の目的を達成するため必要な事項 

 
 

  第   ２   章     会         員 
 
第  ６  条  商工業を営む個人及び法人にして本会の目的に賛同するものは、入会金を添え入会申込書（第１号様式）を提出し、

役員会の承認を得て会員となることができる。 
 
第  ７  条 １． 会員は、毎年定められた会費を納入しなければならない。 
  ２． 入会金及び会費の金額は役員会に於て定める。 
 
第  ８  条 退会を希望する会員は、退会届（第２号様式）を提出しなければならない。 
 
第  ９  条 会員にして其の義務を怠り又は他の会員及び本会の体面を傷つけた場合は総会の決議により之を除名することが 
  できる。 
 
 

  第   ３   章     役         員 
 
第 １０ 条 本会に次の役員を置く。 
  会      長           １   名 
  副  会  長           若干名 
  幹      事           １   名 
            理      事           若干名 
  監      事           ２   名 
  会      計           １   名 
 
第 １１ 条 会長は、本会を代表し会務を統轄する。 
  副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。 
  理事は、会員の連絡協同を図り会務を掌握する。 
  監事は、会計監査し通常総会に報告する。 
  会計は、会計事務を掌る。 
 



 
第 １２ 条 理事は、一般会員より若干名を選任する。 
  会長、副会長、幹事、会計、監事は役員会に於てこれを選任する。 
   
第 １３ 条 １． 役員の任期は、会長・副会長・幹事・理事は２年、監事は、１年とする。但し、再選を妨げない。 
  ２． 役員に欠員を生じたるときは、役員会の承認を得て、会長は之を任命することができる。 
 
第 １４ 条 補員又は増員により選任せられたる役員の任期は前任者又は在任役員の在任期間とする。 
 
 

  第   ４   章     顧問及び特別会員 
 
第 １５ 条 本会に顧問若干名を置くことができる。 
 
第 １６ 条  顧問は商工業に関して学識経験ある者又は特に本会に功労顕著なる者の中より会長之を委嘱する。 
 
第 １７ 条 顧問は本会運営に関する重要事項について会長の諮問に応ずる。 
 
第 １８ 条 本会に特別会員を置くことができる。 
 
 

  第   ５   章     会         議 
 
第 １９ 条 会議は総会及び役員会とする。 
 
第 ２０ 条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎年１回開く。臨時総会は会長必要と認めたるとき又は会員の 
  ５分の１以上が書面を以て請求ありたるとき会長が招集し、総会の議長は会長が之にあたる。 
 
第 ２１ 条 総会の招集は緊急を要する外は開会５日前に会議の目的たる事項日時場所を示したる通知をする。 
 
第 ２２ 条 総会は、会員の半数以上出席して開会し、次の事項を審議する。 

（１） 会則の変更 
（２） 事業報告及び収支決算の承認 
（３） 収支予算の審議 
（４） 会員の除名 
（５） 本会の解散 
（６） 其の他特に重要なる事項 

 
第 ２３ 条 議決は、出席の過半数の同意がなければ出来ない。但し、会則の変更及び本会の解散の議決は、出席者の３分 
  の２以上の同意がなければならない。 
 
第 ２４ 条 会員は、その家族及び従業員をして代理権を行使することができる。但し、その代理人は他の会員の委任を受け 
            ることはできない。 
 
第 ２５ 条 総会の議事録は、議長之を作成し、出席会員２名の署名調印を要する。 
 
 

  第   ６   章     役     員     会 
第 ２６ 条 役員会は、会長之を招集し、議長となる。 
 
 
 



第 ２７ 条 役員会は、次の事項を審議する。 
（１） 総会に提出すべき議案 
（２） 会員の入会及び退会 
（３） 其の他本会の運営に関する事項 

 
第 ２８ 条 役員会の議決は、出席者の３分の２以上の同意を要する。 
 
第 ２９ 条 役員会の議事録は、役員２名の署名調印を要する。 
 
 

  第   ７   章     部         会 
 
第 ３０ 条 １． 本会の事業を能率的有効に運営するため部会を設置することができる。 
  ２． 部会員は、役員会の承認を経て会長之を選任する。 
 
第 ３１ 条 部会の運営につき必要な規定は、役員会の承認を経なければならない。 
 
第 ３２ 条 部会の部長は、会長之を任命する。 
 
第 ３３ 条 部会は、会長又は部長の必要を認めたるとき之を招集する。 
 
第 ３４ 条 部会の決議は、役員会の議を経なければ本会の決議とはならない。 
 
 

   第   ８   章     委     員     会 

 
第 ３５ 条 本会は、必要に応じ委員会を置くことができる。 
 
第 ３６ 条 １． 委員会の委員は、役員会の承認を得て会長之を選任する。 
  ２． 委員会は、委員中より委員長１名を互選する。 
 
第 ３７ 条 委員会は、委員長が必要と認めたるとき委員長が之を招集する。 
 
第 ３８ 条   委員会は、附議された事項につき調査審議を遂げその結果を会長及び役員会に対して報告する任務がある。 
 
第 ３９ 条 委員会の決議は、役員会の議を経なければ本会の決議とはならない。 
 
第 ４０ 条 委員会に関する規定は、本章に定めるもの以外は役員会の議を経て別に之を定める。 
 
 

   第   ９   章     会         計 

 
第 ４１ 条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終る。 
 
第 ４２ 条 本会の経費は、会員の会費及び寄附金其の他の収入を以て充てる。 
 
第 ４３ 条 会費は、毎年之を徴収する。 
 
第 ４４ 条 会費が退会又は除名の場合は、既納の会費諸積立金其の他乗除金等一切返還しない。 
 
 
 



   第  １０   章     解散及び清算 

 
第 ４５ 条 本会は、総会の決議により解散する。 
 
第 ４６ 条 清算人は、総会に於て之を選任する。 
 
第 ４７ 条 清算人は、本会を代表し清算に必要なる一切の行為をなす権限を有する。 
 
第 ４８ 条 清算人は、６ヵ月以内に清算を完了し報告しなければならない。 
 
 
 

             附        則 
 
    本会則は、昭和５７年１２月 １日より施行する。 
 

       ◎慶  弔  規  定 

 
  新下関商工振興会会則第２２条の規定により以下の通り附則する。 

① 長期功労者には、役員会で検討したうえで表彰を決める。 
② 会員の死亡の場合は、弔慰金５，０００円を給付する。 
③ 会員が１０日以上入院加療をした場合は、見舞金３，０００円を給付する。 
④ 会員に火災、その他不慮の事故の発生の場合は役員会の協議により見舞金を給付する。 
⑤ 以上の４項は、各会員又は家族及び従業員若しくは役員の申告により取り扱い有効期限は１ヵ月とする。 
 
平成  ６年 ４月２３日一部改正、即日施行する。 

 
            平成 １３年 ５月１９日一部改正、即日施行する。 （現状を見直し一部訂正） 
 
            平成 １６年 ５月１５日一部改正、即日施行する。 （第１０条 副会長を若干名に変更） 
 
            平成 １８年 ５月１５日一部改正、即日施行する。 （第５条第２項 「観光産業」を追加 ） 
 
            平成 １９年 ５月１９日一部改正、即日施行する。 （第２条 名称変更） 
 
            平成 ２８年 ５月２８日一部改正、即日施行する。 （第１２条 役員の選任） 
 
 


